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電気新聞及びホームページ 公告文 

発電用火力設備に関する技術基準の解釈の改正要請の審議について 
 

日 電 規 委 2 1 第 0 2 6 号 
平 成 2 2 年 2 月 2 3 日 
日本電気技術規格委員会幹事 

 

日本電気技術規格委員会は，下記のとおり，発電用火力設備に関する技術基準の解釈（以下「火

技解釈」という）の改正要請を経済産業省 原子力安全・保安院に提出することについて，平成 22

年 4 月の委員会で審議･評価することを予定しておりますので，お知らせいたします。ご意見のあ

る方は理由を付して文書でご提出ください。 

 

１．件名 
火技解釈第１０章【溶接部】の改正要請 

 

２．案件の趣旨，目的，内容等について 

 火技解釈第１０章【溶接部】の改正要請 

 ａ．改正案を要請した委員会 

   （財）発電設備技術検査協会 溶接専門部会 

 ｂ．改正案の趣旨，目的，内容等 

現行の火技解釈の規定のうち第１０章について，溶接部に関する技術的事項の検討を行

い，その結果として科学的合理性があると判断された下記の事項について，改正要請を行

うものです。 

・溶接士の有壁固定での拘束条件の明確化 

・JIS Z 3801 による溶接士資格区分の対応の見直し 

・継手接続箇所への放射線透過試験の要求の明確化 

・ベローズを取付ける継手の容器胴への適用拡大 

・リングプレートの溶接部の設計への追加 

・適用できる管の外径制限の解除 

 

３．改正要請の提出予定 

平成 22 年 4 月以降 

 
４．問い合わせ先・関連資料入手先・意見提出先 

下記に示す問い合わせ先で，関連資料の閲覧が可能です。また，郵送による資料の送付も行
っておりますので，その際はお問い合わせください。ただし，複写代及び郵送代については実
費をご負担願います。 
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（問い合わせ先・意見提出先） 
  日本電気技術規格委員会 事務局（（社）日本電気協会内） 

        電  話 ：03-3216-0553 （内線 269） 
     F A X ：03-3214-6005 
     E-mail ：staff＠jesc.gr.jp 

所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 4F 
 
５．意見提出期間 
受付開始日 平成 22 年 2 月 23 日（火） 
受付終了日 平成 22 年 3 月 25 日（木） 

 
６．注意事項 

ご意見は，氏名・連絡先（住所，電話番号，FAX 又は電子メールアドレス）を明記し，書面
若しくは電子メールにてご提出くださるようお願いいたします。 
また，頂きましたご意見等につきましては，連絡先を除き，ご意見の要約又はすべてが公開

される可能性があることをご了承ください。 
 

備考： 日本電気技術規格委員会は，電気事業法の審査基準に引用されるような民間規格・基準等

を審議，承認する公正・中立な民間規格評価機関として平成９年に設立された委員会で，上

記案件は，委員会の規約に基づいて公表するものです。 


